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 条件及び期限に関する次の記述のうち、⺠法の規定及び判例に照らし、
妥当なものはどれか。 

１ Ａ・Ｂ間で、ＡがＢに100万円を贈与するという契約をした場合
において、当該契約に「贈与者が⽀払う気になったら」贈与をする
という条件を付したときは、当該契約は無効となる。 

２ Ａ・Ｂ間で、「Ｂのペットが死亡したら」ＡがＢに⾒舞⾦として
100万円を贈与するという契約をした場合において、Ａは、Ｂのペ
ットが死亡した時から、100万円の⽀払について履⾏遅滞の責任を
負う。 

３ Ａ・Ｂ間で、「ＡはＢから返還時期を定めずに100万円を借り受け
るが、Ａが出世したらＢに返済する」旨の契約をした場合において、
Ａが出世しないことが確定したときは、Ａは当然に返還義務を免れ
る。 

４ ＡがＢに対し「私の所有する甲⼟地の購⼊希望者をＢが⾒つける
ことができ、Ｂの仲介により売買契約に⾄れば、その仲介報酬を⽀
払う。」と約束した場合、Ａが、Ｂの⾒つけてきた甲⼟地の購⼊希望
者との間で、Ｂの仲介によらず直接甲⼟地の売買契約を結んだとき
は、Ｂは、仲介報酬を請求することができない。 

５ ＡとＢが互いに弁済期の到来した100万円の貸⾦債権を有する場
合において、ＡがＢに対して相殺の意思表⽰をするときは、当該意
思表⽰には、期限を付することはできないが、条件を付することは
できる。 

  



行政書士試験科 

本試験レベルの問題にチャレンジ！   

民 法 -2-  

 
 

正解 

5１ ［条件・期限・期間］条件及び期限 

 

１ 妥当である 

 本肢のように、停⽌条件付法律⾏為に付された条件が単に債務者の意
思のみにかかるときは、当該法律⾏為は無効となる（随意条件 ⺠法
134条）。このような契約は、本⼈の意思次第で履⾏しなくてもよいもの
であり、法律的な拘束⼒を持たないものであるから、同条はこれを無効
としたのである。 

２ 妥当でない 

 到来することは確実だが、それがいつなのか確定していないものを
「不確定期限」という。ペットは将来確実に死亡するが、それがいつな
のかは確定していないため、本肢の贈与契約は、不確定期限が付された
ものであるといえる。そして、債務の履⾏について不確定期限があると
きは、債務者は、その期限の到来した後に履⾏の請求を受けた時⼜はそ
の期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負
う（⺠法412条２項）。したがって、本肢の場合、Ａは、Ｂのペットが死
亡した時からではなく、Ｂから履⾏の請求を受けた時⼜はＢのペットの
死亡を知った時のいずれか早い時から、100万円の⽀払について履⾏遅
滞の責任を負う。 

３ 妥当でない 

 本肢のような、いわゆる出世払い契約について、不確定期限（肢２の
解説参照）付きの消費貸借契約であって、停⽌条件付きの消費貸借契約
ではないとした判例がある（⼤判⼤４.３.24）。本肢の場合、Ａが出世
をする⾒込みがなくなった時に弁済期が到来するとも解されるのであっ
て、Ａは当然に返還義務を免れるわけではない。 
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４ 妥当でない 

 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件
の成就を妨げたときは、相⼿⽅は、その条件が成就したものとみなすこ
とができる（⺠法130条１項）。判例は、⼭林売却あっせん依頼とともに、
本肢に類似した内容の停⽌条件付報酬契約がなされた事案において、
「委任者が受任者を介さずに当該⼭林を他に売却したときは、受任者は
条件が成就したものとみなして、約定報酬の請求をすることができる」
旨を判⽰している（最判昭39.１.23）。 

５ 妥当でない 

 相殺は、当事者の⼀⽅から相⼿⽅に対する意思表⽰によってなされ、
この相殺の意思表⽰には、条件⼜は期限を付することができない（⺠法
506条１項）。相殺に条件を付けることは、⼀⽅的意思表⽰によって相⼿
⽅を不確定な関係に陥れ、相⼿⽅の利益を著しく害するためである。ま
た、相殺は遡及効を⽣じる（同条２項）ため、期限を付することは、無
意味であるためである。 

 以上により、妥当なものは肢１であり、正解は１となる。 


